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（ 第３ 面）

計画趣旨等説明書

敷地特性等の説明

1. 〔 接する 道路の状況（ 道路の数、
接道長さ 、 幅員、 商店街、 交通量、
歩道の有無など ） 〕

市道新港93号線（ 敷地南側、 幅員14ｍ、 接道長95. 18
ｍ、 歩道有）

2. 〔 敷地内及び近接する 歴史的な建
造物の有無〕

敷地内に歴史的な建造物は無し 。 敷地周辺に帝蚕倉
庫事務所（ 横浜市指定文化財） があり ま す。 ま た、
復元と し て帝蚕倉庫の一部、 万国橋ビルディ ングの
フ ァ サード の一部を行ったも のがあり ま す。

3. 〔 近接する 景観的特徴のある 施設
（ 河川、 港、 橋、 古木、 公園、 マリ
ンタ ワ ー、 商店街等） 〕

敷地西側に北仲通北第二公園、 北・ 北西側には歴史
的護岸があり ま す。

4. 〔 眺望の視点場から の望見の可
否〕

計画敷地は、 大さ ん橋、 山下公園、 山手イ タ リ ア山
公園、 横浜外国人墓地、 汽車道、 桜木町駅前広場、
開港広場、 国際橋、 郵船ビル、 動く 歩道、 区画道
路、 歴史博物館周辺の眺望の視点場から の望める 位
置にあり ま す。

5. 〔 敷地内及び隣地と の高低差〕

道路、 隣地と 擦り 付く よ う に敷地内レ ベルを調整し
計画し ま す。 敷地内は概ね平坦ではあり ま すが、 隣
地と の擦り 付、 排水勾配を考慮する 為、 敷地全体で
は1ｍ程度の高低差があり ま す。

計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

関内地区全体の方針
Ⅰ
わかり やすく 、 奥行
き と 賑わいのある 界
隈を巡り 歩いて楽し
める 街を創る

ア ゆと り ある 歩行者空間の創出
( ｱ) 壁面後退が規定さ れている 敷地
では、 ゆと り ある 歩行者空間を創出
する ため、 歩道状空地を設ける 。
( ｲ) 交差点に接する 角地において
は、 ゆと り ある 歩行者空間を 整備す
る 。

（ ア） 北仲通北再開発促進地区地区計画に基づいた
壁面後退が規定さ れており 、 歩道状空地を設けてい
ま す。
（ イ ） 該当致し ま せん。

イ 歩行者空間のし つら えの工夫
( ｱ) 歩道状空地の隣地境界部では連
続性を確保する
( ｲ) 歩道状空地を 歩道等と 一体に利
用でき る し つら えにする 。
( ｳ) 歩道状空地を 歩道と 一体的にデ
ザイ ンする 。

（ ア） アパホテルと の連続性に配慮し た歩道状空地
の整備を行いま す。
（ イ ） （ ウ ） 歩道と の段差を 無く し 、 材料や色調に
配慮し 、 一体と なったゆと り ある 歩道状空地をデザ
イ ンし ま す。

敷地特性や
敷地の周辺状況、
景観的特徴など

( 1) ゆと り ある 歩行者空間を 連続的に形成する 。

資料1-2



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅰ
わかり やすく 、 奥行
き と 賑わいのある 界
隈を巡り 歩いて楽し
める 街を創る
方針Ⅳ
多様な都市機能がコ
ンパク ト に複合す
る 、 活力ある 街を 創
る

ア　 都市景観協議地区図に示す「 歩
行者ネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物における 、 低層部のし つら えの
工夫によ る 賑わいの創出
( ｱ)  「 関内地区の各エリ アを 結ぶ
ネッ ト ワ ーク 街路」 又は「 商業の
ネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建築物
の低層部や空地には、 通り の賑わい
を創出する ため、 楽し い活動や多様
な機能を 配置する 。 特に「 商業の
ネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 敷地の
場合は、 積極的に賑わいを 形成す
る 。
( ｲ)  「 関内地区の各エリ アを 結ぶ
ネッ ト ワ ーク 街路」 又は「 商業の
ネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建築物
の低層部に楽し い活動や多様な機能
を配置する 場合は、 室内の様子がう
かがえる 形態意匠にする 。
( ｳ)  建築物の前面の空間が魅力的に
利用さ れる よ う 、 低層部と 外構をデ
ザイ ンする 。

（ ア） （ イ ） 該当致し ま せん。
（ ウ ） 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 計画
地の北、 北西面には店舗と 広場を配置し 人の流れを
取り 込む事で街の回遊性や賑わいに寄与する 計画と
し ま す。

イ 　 「 歩行者ネッ ト ワ ーク 街路」 に
面する 敷地における 、 特に配慮が必
要な要素の配置やデザイ ンの工夫
( ｱ)  住宅用途を設ける 場合は、 通り
の賑わいを分断し ないよ う 、 住棟玄
関やゴミ 置き 場など の配置やデザイ
ンを 工夫する 。
( ｲ)  駐車場や駐輪場は、 街並みや賑
わいの連続性を阻害し ないよ う 配
置、 デザイ ンを工夫する 。
( ｳ)  駐車場の出入口等の配置は、 人
通り の多い通り 沿いを避ける 。
( ｴ)  商業・ 業務用途を設ける 場合
は、 短時間利用のための駐輪ス ペー
ス を 確保し 、 通り の賑わいや通行を
阻害し ないよ う に配置、 デザイ ンす
る 。

（ ア） 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面し て住宅
出入口やゴミ 置場等賑わいを 分断する も のは配置し
ないよ う に計画し ていま す。
（ イ ） 駐車場や駐輪場は店舗の裏側や地下に配置す
る 事で街並みや賑わいの連続性を阻害し ないよ う に
計画を し ていま す。
（ ウ ） 駐車場の出入口は歩行者ネッ ト ワ ーク 街路で
はない本計画地が唯一接道し ている 市道新港93号線
に計画し ていま す。
（ エ） 商業・ 業務の駐輪ス ペース を東側隣地境界線
際に計画し 、 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 から 見
え難く 、 通り の賑わいや通行を 阻害し ない計画と し
ていま す。

( 2)  通り の低層部のし つら えを工夫し て、 連続性のある 賑わいを創出する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅰ
わかり やすく 、 奥行
き と 賑わいのある 界
隈を巡り 歩いて楽し
める 街を創る

ア　 誰でも 気軽に利用でき る 場の提
供
( ｱ)  交差点に接する 角地には、 ゆと
り ある 空間を創出し 、 低層部や外構
をデザイ ンする 。
( ｲ)  街角には休み、 憩える 場を創出
する 。
( ｳ)  歴史的建造物や港など を 望める
位置には、 憩える 場を創出する 。
( ｴ)  屋内外の広場状空地には、 モ
ニュ メ ント など を 展示する 。

（ ア） （ イ ） 該当する 場所はあり ま せん。
（ ウ ） みなと みら いへのビュ ーが開けた場所に広場
やベンチ・ デッ キ等を設け、 憩いの場を 創出し ま
す。
（ エ） 横浜北仲エリ アマネジメ ント と も 協働し た
様々なイ ベント にも 利用可能な広場を配置し 、 賑わ
いの創出や回遊性を促進する 屋外階段を 計画し ま
す。

イ 　 敷地内での新し い回遊ルート の
創出
敷地内や屋内に、 通り 抜けができ る
敷地内空地を創出し 、 新し い回遊
ルート を 創造する 。

水際線プロ ムナード と 連続する 広場空間や補助ネッ
ト ワ ーク 通路によ り 、 新たな回遊ルート を創出し ま
す。

ウ 　 バス 停など の付近における ゆと
り ある 空間の創出
バス 停や鉄道駅付近の敷地には、 広
場状空地を整備し 、 ゆと り ある 空間
を創出する 。

該当致し ま せん。

方針Ⅰ
わかり やすく 、 奥行
き と 賑わいのある 界
隈を巡り 歩いて楽し
める 街を創る
方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る

ア　 敷地内の緑化
( ｱ)  街路樹など の公共空間の緑を補
完し 、 多様なス ケールの緑を 創出す
る 。
( ｲ)  通り の演出と し て、 店先や壁
面、 屋上の緑化を 心がける 。

（ ア） （ イ ） れんがフ レ ーム足元の緑や屋上緑化に
よ り 外構空間の奥行、 緑量に変化を付ける 事で、 建
物外観と 外構と が立体的に融合し た景観を創出し ま
す。

イ 　 水際の親水性の向上
都市景観協議地区図に示す「 水際の
親水性が求めら れる 部分」 では、 親
水性が向上する よ う 工夫する 。

水際線プロ ムナード の地区全体での一体的な整備に
よ り 連続し た広場に植栽帯・ デッ キ・ ベンチ等を 点
在さ せ、 歩行者に快適で、 汽車道等から 見ても 表情
豊かな水際線を創出し ま す。

( 3)  人々に交流を 促す快適な広場状空地を創出する 。

( 4)  緑化や水際の活用によ り 、 ま ちに潤いを創出する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅱ
関内地区の街並みの
特徴を 生かし 、 ミ ナ
ト 横浜を感じ る 眺望
が楽し める 街を創る
方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る
方針Ⅳ
多様な都市機能がコ
ンパク ト に複合す
る 、 活力ある 街を 創
る

ア　 関内地区ら し い街並みの継承に
よ る 親密な空間の創出
( ｱ)  街並みの連続性を創出する よ
う 、 建築物の31ｍ以下の部分のデザ
イ ンを工夫する 。
( ｲ)  歩行者が親し みを持てる 空間を
創出する ため、 建築物の低層部と 中
低層部のフ ァ サード を分節する 。
( ｳ)  関内地区の街並みに調和する 色
彩を 用いる 。
( ｴ)  関内地区ら し い街並みを 維持・
創出する ため、 既存の建築物をリ
フ ォ ームし て使い続ける 。
( ｵ)  壁面に取り 付ける 照明器具は、
適度な光量にし 、 落ち着いた照明に
なる よ う 工夫する 。

（ ア） 汽車道・ 区画道路に面する 事務所棟では、 高
さ 約30ｍの建物と 約20ｍのれんがフ レ ームによ り 、
周辺建物と 調和し た連続感を 感じ る 街並みを形成し
ま す。
（ イ ） 低層部をれんがフ レ ーム、 中低層部を透明感
ある ガラ ス のフ ァ サード で構成する 事で分節を図り
ま す。
（ ウ ） れんが調タ イ ル、 ガラ ス を用いて「 北仲通北
地区デザイ ンガイ ド ラ イ ン」 のデザイ ンコ ード に合
わせた色彩で計画し ま す。
（ エ） 該当致し ま せん。
（ オ） 光量に十分配慮し 、 街並みの連続性と 賑わい
を演出し ていき ま す。

イ 　 親密な空間の創出
( ｱ)  日よ けなど の備品の設置によ
り 、 親密な空間を 創出する 。
( ｲ)  多様な種類の植栽方法によ り 、
憩いの空間を創出する 。

（ ア） れんがフ レ ームに囲われた店舗前空間や木陰
を生み出す植栽空間等を配置し 、 親密な空間を創出
し ま す。
（ イ ） 海に面する 立地を考慮し ながら 、 郷土種にも
配慮し た植栽計画と し 、 憩いの空間を創出し ま す。

ウ 　 賑わいの連続性の創出
( ｱ)  駐車場や駐輪場は、 街並みや賑
わいの連続性を阻害し ないよ う 配
置、 デザイ ンを工夫する 。
( ｲ)  駐車場の出入口等の配置は、 人
通り の多い通り 沿いを避ける 。
( ｳ)  商業・ 業務用途を設ける 場合
は、 短時間利用のための駐輪ス ペー
ス を 確保し 、 通り の賑わいや通行を
阻害し ないよ う 、 配置、 デザイ ンを
工夫する 。
( ｴ)  建築物の低層部には、 通り に賑
わいを創出する よ う 、 楽し い活動や
多様な機能を配置する 。
( ｵ)  建築物の低層部に商業用途を設
ける 場合は、 室内の様子がう かがえ
る よ う 、 デザイ ンを工夫する 。
( ｶ)  建築物の前面の空間が利用さ れ
る よ う 、 低層部と 外構をデザイ ンす
る 。

（ ア） 駐車場や駐輪場は店舗の裏側や地下に配置す
る 事で街並みや賑わいの連続性を阻害し ないよ う に
計画を し ていま す。
（ イ ） 駐車場出入口を予定し ている 市道新港93号線
は高規格な幹線道路ではない事と 、 歩いて訪れる
人々の主要動線と し て歩行者デッ キの整備を行う 事
で賑わいの連続性が分断さ れない計画と し ま す。
（ ウ ） 商業・ 業務の駐輪ス ペース を東側隣地境界線
際に計画し 、 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 から 見
え難く 、 通り の賑わいや通行を 阻害し ない計画と し
ていま す。
（ エ） （ オ） （ カ） 低層部北・ 西側に店舗を配置し
広場と 店舗の間に植栽帯・ デッ キ・ ベンチを点在さ
せ人々が佇む空間を設ける 事で、 それぞれの空間を
緩やかに繋ぎ、 連続し た賑わいをも たら し ま す。

( 5)  関内地区の街並みの特徴を生かす。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

エ　 関内地区にふさ わし い共同住宅
の創出
( ｱ)  住宅用途を設ける 場合は、 関内
地区の街並みに調和し た都心型住宅
を創る 。
( ｲ)  住宅用途を設ける 場合は、 賑わ
いを 分断し ないよ う 、 住棟玄関やゴ
ミ 置き 場など の配置やデザイ ンを工
夫する 。
( ｳ)  高さ が31ｍを 超える 住宅用途の
建築物は、 圧迫感のない街並みを形
成する ため、 中層部、 高層部を塔状
にする など し て、 適切な隣棟間隔を
確保する 。

（ ア） バルコ ニーをタ ワ ーから 突出さ せずに納める
事で、 関内地区の街並みに調和し た住宅然と し ない
佇ま いと し ま す。
（ イ ） 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面し て住宅
出入口やゴミ 置場等賑わいを 分断する も のは配置し
ないよ う に計画し ていま す。
（ ウ ） 住宅部分はタ ワ ー状と し 、 B-2地区、 A-4地区
と の隣棟間隔を40ｍ程度確保し た計画と し ていま
す。

オ　 都市景観協議地区図に示す歴史
的建造物や港への「 見通し 景観」 の
演出によ る 通り の個性の創出
( ｱ)  眺望対象への見通し を 阻害し な
いよ う 建築物や工作物、 植栽等を配
置する 。
( ｲ)  眺望対象が引き 立つよ う な建築
物のデザイ ンにする 。
( ｳ)  夜間の見通し を演出する 。
( ｴ)  「 見通し 景観」 を魅力的に演出
する よ う 、 屋外広告物のデザイ ンを
工夫する 。
( ｵ)  歴史的建造物や港への見通し を
楽し める よ う 、 本町通り の交差点付
近の空間を創出する 。
( ｶ)  「 見通し 景観」 を魅力的に演出
する よ う 、 街路や公園等の公共空間
のデザイ ンを工夫する 。

（ ア） 港への見通し 景観上には、 街路から 海側への
通り 抜け・ 視線の確保を考慮し た建物形状や植栽等
の配置を行いま す。
（ イ ） 街並みの連続性に配慮し たれんがフ レ ーム・
植栽を 介する 事で港への見通し を引き 立てま す。
（ ウ ） 人々に憩いの場をも たら す光環境を作り 出
し 、 夜間の見通し を演出し ま す。
（ エ） （ オ） 該当致し ま せん。
（ カ） 港への見通し 景観上にある 広場は水際線プロ
ムナード と 連続する 広場・ 緑化空間と し 、 北仲通北
第二公園と の連続性にも 配慮し た計画と し ま す。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅱ
関内地区の街並みの
特徴を 生かし 、 ミ ナ
ト 横浜を感じ る 眺望
が楽し める 街を創る
方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る

ア　 歴史的建造物の保全活用
歴史的建造物や土木遺構を 保全し 活
用する 。

歴史的土木遺構である 日新運輸倉庫護岸が石積護岸
と し て整備済みです。

イ 　 歴史的建造物を引き 立たせる 工
夫
( ｱ)  歴史的建造物の敷地内に増築す
る 場合は、 歴史的建造物が引き 立つ
よ う 、 デザイ ンを 工夫する 。
( ｲ)  都市景観協議地区図に示す「 歴
史的景観の形成を 目指す部分」 の建
築物のデザイ ンは、 歴史的建造物と
調和さ せる 。
( ｳ)  歴史的建造物へのラ イ ト アッ プ
など によ り 、 街並みを演出する 。

該当致し ま せん。

ウ 　 開港の歴史の発信
敷地の持つ歴史や物語を表現する 。

歴史的建造物の模倣ではなく 、 歴史と 伝統を現代的
に解釈し た立体感のある れんがフ レ ームが関内地区
と の調和を 図り 、 リ ズミ カルで豊かな表情を創出し
ま す。

( 6)  ミ ナト 横浜の歴史を大切にし 、 関内地区の魅力・ 個性を伸ばす。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅱ
関内地区の街並みの
特徴を 生かし 、 ミ ナ
ト 横浜を感じ る 眺望
が楽し める 街を創る
方針Ⅳ
多様な都市機能がコ
ンパク ト に複合す
る 、 活力ある 街を 創
る

ア　 高さ 31ｍを超える 建築物等によ
る 歩行者への圧迫感の軽減
街並みにおける 建築物等の圧迫感を
軽減する ため、 分節化する など 建築
物等の高層部のデザイ ンを 工夫す
る 。

低層棟のれんがフ レ ームから セッ ト バッ ク し た位置
に高層棟を 配置し 、 建築物によ る 歩行者への圧迫感
低減を 行いま す。

イ 　 高さ 31ｍを超える 建築物等によ
る 眺望景観の演出
( ｱ)  都市景観協議地区図に示す「 眺
望の視点場」 から の眺望を 保全・ 創
造する よ う 、 建築物等を配置する 。
( ｲ)  関内地区の街並みに調和し 、 魅
力ある ス カイ ラ イ ンを形成する よ
う 、 建築物等の頭頂部のデザイ ンを
工夫する 。
( ｳ)  関内地区の街並みに調和する よ
う 、 建築物等の中層部、 高層部のデ
ザイ ンを 工夫する 。
( ｴ)  隣接する 地区やゾーンと の高さ
制限の差が大き い敷地においては、
建築物等の当該高低差と なる 部分
は、 周辺の街並みに調和する よ う 配
慮する 。
( ｵ)  高さ が31ｍを 超える 中層、 高層
の住宅用途の建築物は、 圧迫感のな
い街並みを形成する ため、 中層部、
高層部を 塔状にする など し て、 適切
な隣棟間隔を確保する 。

（ ア） 様々な視点場から 視認さ れる 立地性を考慮
し 、 全方位に対し て正面性のある 「 顔」 をつく る 四
面同様のフ ァ サード と し ま す。
（ イ ） 外観にガラ ス を使用し 斜め頂部の横浜北仲
ノ ッ ト と 四角く 白い頂部フ ラ ッ ト のアパホテル＆リ
ゾート と の関係から 、 それぞれの要素と の融合を
図った景観を形成し 、 コ ーナーをガラ ス 張り のR曲線
と し た円錐形のアイ コ ニッ ク な形状と 白と ガラ ス の
外観によ り 、 群と し ての調和を 図り 、 空に溶け込む
よ う な個性ある 外観と し ま す。
（ ウ ） （ エ） 白と ガラ ス を基調と し た高層棟のデザ
イ ンが、 みなと みら い21地区を 含めた周辺と のス カ
イ ラ イ ンの連続性・ 群造形を 形成し ま す。
（ オ） 住宅部分を タ ワ ー状と し 、 B-2地区、 A-4地区
と の隣棟間隔を40ｍ程度確保し た計画と し ていま
す。

( 7)  中層、 高層の建築物は、 デザイ ンを 工夫し 、 魅力ある 街並みを形成する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

( 8)  港や丘など から の眺望景観が魅力的になる よ う 工夫する 。

方針Ⅱ
関内地区の街並みの
特徴を 生かし 、 ミ ナ
ト 横浜を感じ る 眺望
が楽し める 街を創る
方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る

ア　 都市景観協議地区図に示す「 眺
望の視点場」 から 望める 位置にある
敷地における 建築物等の演出
( ｱ)  眺望景観の魅力を高める よ う 、
建築物等の壁面の向き や幅、 形態、
色彩等のデザイ ンを工夫する 。
( ｲ)  関内地区の街並みに調和し 、 魅
力ある ス カイ ラ イ ンを形成する よ
う 、 頭頂部のデザイ ンを工夫する 。
( ｳ)  関内地区の街並みに調和する よ
う 、 建築物等の中層部、 高層部のデ
ザイ ンを 工夫する 。
( ｴ)  秩序ある 広告景観を創出する

（ ア） 様々な視点場から 視認さ れる 立地性を考慮
し 、 全方位に対し て正面性のある 「 顔」 をつく る 四
面同様のフ ァ サード と し ま す。
（ イ ） 外観にガラ ス を使用し 斜め頂部の横浜北仲
ノ ッ ト と 四角く 白い頂部フ ラ ッ ト のアパホテル＆リ
ゾート と の関係から 、 それぞれの要素と の融合を
図った景観を形成し 、 コ ーナーをガラ ス 張り のR曲線
と し た円錐形のアイ コ ニッ ク な形状と 白と ガラ ス の
外観によ り 、 群と し ての調和を 図り 、 空に溶け込む
よ う な個性ある 外観と し ま す。
（ ウ ） 白と ガラ ス を基調と し た高層棟のデザイ ン
が、 みなと みら い21地区を含めた周辺と のス カイ ラ
イ ンの連続性・ 群造形を形成し ま す。
（ エ） 汽車道から の来訪者を 惹き つけ、 北仲通北地
区全体のま ちの回遊性向上に寄与する 為に遠景から
の視点に配慮し た施設サイ ンを 設置。 1･2階部分には
周辺と 一体と なっ た賑わいがつながる サイ ン計画と
し ま す。

イ 　 都市景観協議地区図に示す横浜
三塔への魅力ある 眺望景観の創出
( ｱ)  前景エリ アの建築物等は、 「 横
浜三塔への眺望の視点場」 から 眺望
対象を望める デザイ ンを工夫する 。
( ｲ)  前景エリ アの建築物等は、 頭頂
部のデザイ ンを工夫する 。
( ｳ)  前景エリ アの建築物等は、 港か
ら の魅力的な眺望景観や歴史的景観
に調和する デザイ ンにする 。
( ｴ)  後景エリ アの建築物等は、 頭頂
部のデザイ ンを工夫する 。
( ｵ)  後景エリ アの建築物等は、 眺望
対象が引き 立つよ う 、 デザイ ンを工
夫する 。
( ｶ)  後景エリ アでは、 横浜三塔への
魅力的な眺望を形成する よ う 秩序あ
る 広告景観を形成する 。

該当致し ま せん。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る
方針Ⅳ
多様な都市機能がコ
ンパク ト に複合す
る 、 活力ある 街を 創
る

ア　 文化芸術創造活動の奨励
( ｱ)  新たな用途を 誘導し たり 、 新し
い空間価値を創造する 。
( ｲ)  文化芸術創造活動を行える ス
ペース を 用意し 、 活用する 。

（ ア） （ イ ） 水際線プロ ムナード に面し てイ ベント
開催も 可能なま と ま った芝生の空間を確保し ま す。

イ 　 地区や通り ごと の個性の創出
( ｱ)  地区や通り ごと に独自の景観を
創造する 。
( ｲ)  地区や通り ごと に独自の景観を
創り 出す活動を行う 。

（ ア） 「 北仲通北地区デザイ ンガイ ド ラ イ ン」 、
「 北仲通北地区照明ガイ ド ラ イ ン」 に基づいた地区
独自の景観を想像し ま す。
（ イ ） 地区全体の一体的な管理・ 運営を 行う エリ ア
マネジメ ント 組織を通じ て、 継続的に活動を行いま
す。

ウ 　 夜間景観の形成
( ｱ)  不快な照明環境を創出し ない。
( ｲ)  都市景観協議地区図に示す「 眺
望の視点場」 から の夜間の眺望景観
を魅力的に演出する 。
( ｳ)  都市景観協議地区図に示す「 眺
望の視点場」 から の夜間の眺望景観
が魅力的になる よ う 、 屋外広告物の
照明をデザイ ンする 。
( ｴ)  夜間の横浜三塔への眺望景観を
魅力的に演出する 。
( ｵ)  落ち着き のある 夜間の街路景観
を演出する 。
( ｶ)  ラ イ ト アッ プを実施し ている 周
囲では、 ラ イ ト アッ プと 調和し た照
明環境を 創出する 。
( ｷ)  夜間の賑わいを創出する よ う 、
室内から 漏れる 光を意識し て、 フ ァ
サード のデザイ ンを工夫する 。
( ｸ)  歩く 楽し さ を 感じ ら れる 配置や
配光にする 。
( ｹ)  広場状空地の特徴に応じ て夜間
照明のデザイ ンを 工夫する 。
( ｺ)  水際の夜間景観を演出する 。
( ｻ)  自動販売機を 設置する 場合は、
街並みと の調和に配慮し 、 照明は最
小限にする 。
( ｼ)  地上駐車場には、 落ち着いた照
明を 用いる 。
( ｽ)  夜間の広告景観を演出する 。

（ ア） 計画用途に即し た適切な照明計画を行いま
す。
（ イ ） （ ウ ） みなと みら い21地区から 連続する ス カ
イ ラ イ ン形成と 北仲通北地区の群と し ての景観シン
ボル性を両立さ せる 照明計画を 行いま す。
（ エ） 該当致し ま せん。
（ オ） （ カ） （ キ） 関内地区から 連続する 街並み・
歴史的雰囲気を引込み、 ウ ォ ータ ーフ ロ ント と し て
の新し い賑わいを 創出する 照明計画を行いま す。
（ ク ） （ ケ） （ コ ） 点在する よ う に配置さ れた外構
照明によ り 、 落ち着き と 散策性のある 広場を創出し
ま す。
（ サ） 設置する 場合には街並みと の調和に配慮し ま
す。
（ シ） 周辺環境に配慮し た夜間広告景観の演出に努
めま す。

( 9)  関内地区の新し い魅力を 創造する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

方針Ⅱ
関内地区の街並みの
特徴を 生かし 、 ミ ナ
ト 横浜を感じ る 眺望
が楽し める 街を創る
方針Ⅲ
開港の歴史や文化の
蓄積を 活かし ながら
新し い文化を生み出
す街を 創る

ア　 良好な景観、 落ち着き のある 街
並みの創出
( ｱ)  魅力的な眺望景観、 街路景観を
形成する よ う 、 秩序ある 広告景観を
創出する 。
( ｲ)  大き な音を出すなど 、 ま ちの雰
囲気を壊さ ないよ う にする 。

（ ア） 「 北仲通北地区サイ ンガイ ド ラ イ ン」 に基づ
いた秩序ある 広告景観を創出し ま す。
（ イ ） ま ちの雰囲気に即し た環境演出に努めま す。

イ 　 魅力ある 広告景観の創出
質の高い広告景観を創造する 。

「 北仲通北地区サイ ンガイ ド ラ イ ン」 に基づいた質
の高い広告景観を 創造し ま す。

北仲通り 北準特定地
区の方針
関内地区の歴史的景
観を尊重し 、 関内地
区と みなと みら い21
地区の結節点と し て
ふさ わし い街並みを
形成する ため、 次の
事項の実現を図る 。
ア 地区の特徴である
水際空間と 歴史的な
建造物を活かし 、 魅
力と 賑わいのある 歩
行者空間を創出す
る 。
イ  関内地区と みなと
みら い21地区と の結
節点と し て、 横浜の
新し い都市景観を 創
出する 。
ウ  タ ウ ンマネージメ
ント を 通し 、 環境へ
の配慮や、 賑わいの
創出など 持続的な都
心臨海部の魅力づく
り を図る 。

ａ  帝蚕事務所ビ ルの保全や、 帝蚕倉
庫Ｂ 号棟の保全又は概ね同位置への
帝蚕倉庫Ｃ 号棟の曳屋など によ り 保
全し 、 活用する 。

該当致し ま せん。

ｂ  概ね帝蚕倉庫Ｂ 号棟及び帝蚕倉庫
Ｃ 号棟に囲ま れた位置において、 か
つての倉庫群の歴史を伝える 空間を
創出する 。

該当致し ま せん。

( 10)  秩序ある 広告景観を形成する

ア  港町の歴史を 伝える 歴史的建造物を 保全活用し 、 それら と 調和する 新し い街並みの創出
（ ア ） 生糸の物流拠点と し て重要な役割を 果たし ていた倉庫群の歴史的価値を 継承する ため、 次の工
夫を する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

ｃ  帝蚕倉庫Ｂ 号棟及び帝蚕倉庫Ｃ 号
棟に囲ま れた空間に面する 建築物の
外壁は、 同Ｃ 号棟の外壁のレ ンガ柱
の幅及びス パンの位置や、 レ ンガ柱
上部のオーナメ ント 、 コ ーニス など
について復元を行い、 復元する レ ン
ガ柱には、 帝蚕倉庫のレ ンガの積極
的な活用を図る 。

該当致し ま せん。

 ａ  水際線にある 歴史的護岸の復元な
ど 、 港に隣接し 発展し た当地区の歴
史を 継承する 。

歴史的護岸が整備済みです。

ｂ  万国橋ビ ルのフ ァ サード 等の復元
など 、 馬車道から 連続する 万国橋通
り の歴史を継承する 。

該当致し ま せん。

ｃ  試験灯台の復元や、 灯台設計者の
Ｒ Ｈ ブラ ント ン（ Ri chard Henr y
Brunt on） を 顕彰する 機能の導入、 産
業遺構である 荷揚げク レ ーンの保全
活用など 、 港にゆかり のある 歴史を
継承する 。

該当致し ま せん。

( ｳ)  歴史的な造形や意匠を 用いてデ
ザイ ンする 場合は、 忠実に復元を行
う 。

該当致し ま せん。

 ａ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区歩行者ネッ ト ワ ーク 」
は、 多様な魅力を 持つ連続し た歩行
者空間を 形成する 。

A-4地区～水際線プロ ムナード を結ぶ歩行者デッ キや
貫通通路、 B-2地区～水際線プロ ムナード を結ぶ補助
ネッ ト ワ ーク 街路等によ り 、 魅力的な歩行者空間を
形成し ま す。

ｂ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区歩行者ネッ ト ワ ーク 」
は、 ス ロ ープや点字ブロ ッ ク など 、
だれも が安心し て通行でき る よ う ユ
ニバーサルデザイ ンに配慮し た空間
と し 、 質の高い統一感のある デザイ
ンと する 。

安全安心に通行でき 、 街並みと の連続性に配慮し た
統一感のある デザイ ンと し ま す。

ｃ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区主要な歩行者ネッ ト ワ ー
ク 」 は、 歩行者の賑わいを も たら す
ゆと り ある 幅員の確保や、 海への見
通し の工夫など 、 地区を代表する 歩
行者空間にふさ わし い設えと する 。

水際線プロ ムナード と 連続し て広場・ 緑化空間、
エッ ジカウ ンタ ー等を配置し 、 人の流れを取り 込む
事で街の回遊性や賑わいに寄与する 計画と し ま す。

ア  港町の歴史を 伝える 歴史的建造物を 保全活用し 、 それら と 調和する 新し い街並みの創出

イ  ゆと り あ る 歩行者空間と 魅力あ る 水際空間の形成と 、 賑わいのあ る 街並みの創出
（ ア ） 誰も が自由に利用でき る 、 多様な魅力を 持っ た空間を 創出する 。

ア  港町の歴史を 伝える 歴史的建造物を 保全活用し 、 それら と 調和する 新し い街並みの創出
（ イ ） 歴史的建造物の価値を 継承する ため、 次の工夫を する 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

ｄ  「 北仲通り 北地区歩行者ネッ ト
ワ ーク 」 に設ける 案内サイ ンは、 馬
車道駅や、 都市景観協議地区図に示
す「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 、
周辺市街地など を 結ぶ、 来街者の円
滑な回遊を促す質の高い統一感のあ
る デザイ ンと する 。

「 北仲通北地区サイ ンガイ ド ラ イ ン」 に基づいた地
区全体で統一感のある サイ ン計画を行い、 来街者の
円滑な回遊を促す質の高いデザイ ンと し ま す。

ｅ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 の舗装、 手
すり 、 サイ ン、 ベンチ等は、 地区全
体の歴史的景観と 調和し た質の高い
統一感のある デザイ ンと する 。

B-2地区、 北仲通北第二公園と の連続性を 考慮し た舗
装、 手摺等の計画を行い、 調和し た質の高い統一感
のある デザイ ンと し ま す。

ｆ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区補助ネッ ト ワ ーク 街路」
の位置にある 、 建築物の水際線沿い
の低層部に、 小径など を設け、 界隈
性を 演出する 。

B-2地区から 建物間を抜ける 補助ネッ ト ワ ーク 街路と
し ての小径や貫通通路を設け、 界隈性を 演出し ま
す。

ｇ  駐車場への出入口等、 歩道を車両
が横切る 部分については、 デッ キの
設置やその他の方法によ り 、 歩行者
が安心し て通行でき る 空間と し 、 街
並みや賑わいの連続性を阻害し ない
工夫をする 。

2階部分にA-4地区と 接続する 歩行者デッ キを設け、
明快な歩車分離いを実現し ま す。 歩車分離によ り 、
建物への出入口や水際線プロ ムナード へ安全に通行
でき 、 街並みや賑わいが連続する 計画と し ま す。

ｈ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区歩行者ネッ ト ワ ーク 」 及
びこ れに接続する 広場には、 ベンチ
等を 設け、 憩い、 く つろげる 空間と
する 。

水際線プロ ムナード と 連続し て計画する 広場・ 緑化
空間にはベンチ等を設け、 来街者が憩い、 く つろげ
る 空間と なる よ う に計画し ま す。

ｉ  都市景観協議地区図に示す「 広
場」 等は、 地区にふさ わし い個性の
ある 設えと する 。

水際線プロ ムナード と 連続し た広場に植栽帯・ デッ
キ・ ベンチ等を点在さ せ、 地区全体での一体的な整
備によ り 歩行者に快適で、 汽車道等から 見ても 表情
豊かな水際線を創出し ま す。

ｊ  帝蚕倉庫Ｂ 号棟、 帝蚕倉庫Ｃ 号
棟、 帝蚕事務所ビ ル等に囲ま れた位
置に設ける 広場は、 歴史的な雰囲気
を感じ ら れる デザイ ンと する 。

該当致し ま せん。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

 ａ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物の２ 階以下の部分には、 商業・
業務など 都心地区にふさ わし い機能
を導入し 、 活気と 賑わいのある 街並
みを 形成する 。

「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 計画地北
面・ 北西面の1･2階に店舗を配置。 外構の広場等と 合
わせ、 立体的な活気と 賑わいが連続する 街並みを 形
成し ま す。

ｂ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物の１ 階の部分には、 来街者によ
る 賑わいを形成する 店舗等を 配置
し 、 水際線に人がにじ み出てく る 形
態意匠と する 。

「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建物1階部分
はすべて店舗と し 、 店舗前面の広場にはデッ キ・ ベ
ンチ等を配置する こ と で、 活気と 賑わいがにじ み出
し 、 連続し た街並みを形成し ま す。

ｃ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区主要な歩行者ネッ ト ワ ー
ク 」 に面する 建築物の２ 階以下の部
分に業務商業など 都心地区にふさ わ
し い機能を導入し 、 賑わいを 連続的
に創出する 形態意匠と する 。

「 主要な歩行者ネッ ト ワ ーク 」 である 水際線プロ ム
ナード や2階貫通通路に面し て店舗を配置する 事で、
連続し た賑わいを 創出する 形態意匠と し ま す。

 
ａ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物は、 アルコ ーブや路地的な立体
通路の設置など 、 概ね水平方向に30
ｍごと に分節する こ と によ り 、 凹凸
のある リ ズミ カルな水際景観を創出
し 、 ヒ ュ ーマンス ケールを 大切にし
た歩行者空間を形成する 。

れんがフ レ ームの高さ や外構空間の奥行、 屋外テラ
ス の計画緑量に変化を付ける こ と で、 リ ズミ カルで
シーク エンシャ ルな水際景観を 創出し 、 ヒ ュ ーマン
ス ケールを 大切にし た歩行者空間を形成し ま す。

ｂ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物のフ ァ サード は、 垂直方向に以
下の三層構成によ る 分節を し 、 港や
歴史をひき たたせる 街並みを 形成す
る 。
（ ａ ） 建築物の１ 階の部分は、 レ ン
ガや石材又はこ れら の質感を 持つ素
材等と ガラ ス を併せた、 歴史性を尊
重し ながら も 開放性の高いデザイ ン
と する 。
（ ｂ ） 最上階付近の階は、 壁面位置
の一部後退やガラ ス 等の素材を中心
と し た軽快かつ現代的な意匠への切
り 替えなど 、 圧迫感を緩和さ せる デ
ザイ ンと する 。
（ ｃ ） その他の階は、 レ ンガや石材
又はこ れら の質感をも つ素材を基調
と し たデザイ ンと する 。

れんがフ レ ームと 開放的なガラ ス 張り の低層部、 ガ
ラ ス やパネルの中層部、 高層部はセッ ト バッ ク し た
位置に、 白と ガラ ス を基調と し たタ ワ ー形状と し た
三層構成によ る 分節を図り ま す。
低中層部は関内地区と の街並みをシーク エンシャ ル
に形成し 、 高層部はみなと みら い21地区を含めた周
辺と のス カイ ラ イ ンの連続性・ 群造形を 形成し つつ
も 、 特徴づけた個性ある デザイ ンと し 、 海から の眺
望景観と し てま と ま り のある 景観を形成し ま す。

イ  ゆと り あ る 歩行者空間と 魅力あ る 水際空間の形成と 、 賑わいのあ る 街並みの創出
（ ウ ） 水際線にそっ て、 地区の歴史性を 尊重し た、 賑わいと 潤いのあ る 中低層の街並み空間を 創出す
る 。

イ  ゆと り あ る 歩行者空間と 魅力あ る 水際空間の形成と 、 賑わいのあ る 街並みの創出
（ イ ） 水際線沿いや歩行者ネッ ト ワ ーク 沿いに、 賑わいが連続する 個性的で魅力あ る 街並みを 形成す
る 。



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

ｃ  都市景観協議地区図に示す「 水際
線のネッ ト ワ ーク 街路」 に面する 建
築物の頭頂部は、 現代的なデザイ ン
と し 、 都市景観協議地区図に示す
「 北仲り 通北地区歩行者ネッ ト ワ ー
ク 」 や「 広場」 等から 屋上設備が見
えないよ う 工夫する 。

高層棟はコ ーナーをR曲線と し 、 頭頂部へ向けてセッ
ト バッ ク する 円錐形の特徴ある 建物形状と し ま す。
低層棟屋上の設備機器置場周囲には屋上緑化や目隠
し フ ェ ンス 等を設け、 街並み景観に配慮し ま す。

 ａ  万国橋通り に面する 建築物は、 概
ね高さ 21ｍの位置で分節化し 、 旧生
糸検査所及び万国橋ビルと 連続し た
街並みの形成を図る 。

該当致し ま せん。

ｂ  栄本町線に面する 建築物は、 高さ
15ｍから 21ｍの位置で分節化し 、 旧
生糸検査所や帝蚕事務所と 連続し た
街並みの形成を図る 。

該当致し ま せん。

ｃ  栄本町線、 万国橋通り に面する 建
築物において、 形態の分節を 行った
位置よ り 下の部分は、 レ ンガや石材
又はこ れら の質感を持つ素材を用
い、 旧生糸検査所や帝蚕事務所、 万
国橋ビル等と の連続的な歴史的な街
並みを形成する 。

該当致し ま せん。

ｄ  栄本町線、 万国橋通り に面する 建
築物において、 形態の分節を 行った
位置よ り 上の部分は、 圧迫感を軽減
する ため、 壁面後退や、 ガラ ス 等の
軽い素材を用いる など 、 低層部と の
デザイ ンを切り 替える 工夫を する 。

該当致し ま せん。

ｅ  区画道路に面する 建築物は、 分節
する 高さ の位置など 万国橋通り や栄
本町線の街並みと の連続性に配慮し
たデザイ ンと する 。

低層部の建物高さ やれんがフ レ ームを隣接する 建物
や広場と ボリ ュ ーム感を合わせて配置する 事で、 周
辺環境と のシーク エンシャ ルな街並みを 形成し ま
す。

ｆ  区画道路に面する 建築物の低層部
又は低層棟は、 それぞれ栄本町線及
び万国橋通り に面する 建築物の低層
部と 連続し た街並みの形成に配慮し
た素材や色彩等と する 。

基壇部のれんがフ レ ームを隣接する 建物と 同様の素
材・ 色彩と する こ と で、 北仲通北地区の特徴的なれ
んが調の連続し た景観を創出し ま す。

ｇ  栄本町線、 万国橋通り に面する 建
築物の低層部又は低層棟の頭頂部
は、 歴史的な建造物と 明確に区分で
き る よ う デザイ ンを切り 替え、 都市
景観協議地区図に示す「 北仲通り 北
地区歩行者ネッ ト ワ ーク 」 や「 広
場」 から 、 屋上設備が見えないよ う
工夫する 。

該当致し ま せん。

イ  ゆと り あ る 歩行者空間と 魅力あ る 水際空間の形成と 、 賑わいのあ る 街並みの創出
（ エ） 万国橋通り 、 栄本町線に沿っ て、 関内の歴史を 感じ さ せる 街路沿いの連続性あ る 街並み空間を
形成する 。
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魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

 （ オ） 都市景観協議地区図に示す
「 見通し 景観線」 は、 みなと みら い
２ １ 地区や港への見通し の確保な
ど 、 奥行き のある 都市景観を 形成す
る 。

「 見通し 景観線」 ではれんがフ レ ームやセッ ト バッ
ク し た建物形状・ 配置によ り 、 見通し を 確保し た奥
行き のある 都市景観を形成し ま す。

 ａ  高さ 45mを 超える 建築物の部分
（ 超高層部分） は、 都市景観協議地
区図に示す「 超高層部分建築範囲」
内と し 、 40m以上の適切な隣棟間隔を
保っ た、 ま と ま り のある 超高層棟群
の眺望景観と なる よ う 工夫する 。

高さ 45mを超える 建築物の部分は、 都市景観協議地区
図に示す「 超高層棟の配置が可能な範囲」 内と し 、
40m程度の適切な隣棟間隔を保ち、 ま と ま り のある 超
高層棟群の眺望景観に寄与する 計画と し ま す。

ｂ  万国橋通り 、 栄本町線、 都市景観
協議地区図に示す「 水際線のネッ ト
ワ ーク 街路」 に面する 超高層部分に
は、 高さ 31m以下の基壇部など を設
け、 圧迫感の軽減の工夫を する 。

超高層部分は、 「 水際線のネッ ト ワ ーク 街路」 から
セッ ト バッ ク さ せ、 31m以下の低層部及び地上部には
広場・ 緑化空間やれんがフ レ ームをま と う 等で圧迫
感の軽減の工夫を 行いま す。

ｃ  超高層部分の外壁は、 次のよ う な
色彩、 素材等と し 、 ま と ま り ある 眺
望景観を 形成する 。
（ ａ ） 外壁の基調と し て、 空に溶け
込むよ う な明る い黄系や黄赤系、 明
度７ 以上かつ彩度１ 以下の色彩のも
のや、 ガラ ス の素材を用いて、 圧迫
感を 軽減の工夫を する 。
（ ｂ ） 外壁に用いる アク セント カ
ラ ーは、 原則と し て、 黄系又は黄赤
系で、 明度４ 以上かつ彩度６ 以下程
度の過度な主張を し ない色彩を用
い、 基調と なる 色彩にリ ズムや強弱
が生ま れる よ う 工夫する 。

超高層部分の外壁は白と ガラ ス を基調と し 、 「 北仲
通北地区デザイ ンガイ ド ラ イ ン」 に基づく 色彩や素
材を選択し ながら ま と ま り ある 眺望景観を形成し ま
す。

 ａ  超高層部分はタ ワ ー状と し 、 「 北
仲通北再開発等促進地区地区計画」
の計画図に示す視点場から 、 ４ 棟の
美し い調和を実現する など 、 良好な
眺望景観を形成する 。

白と ガラ ス を基調と し たタ ワ ーが、 みなと みら い21
地区を 含めた周辺と のス カイ ラ イ ンと の連続性・ 群
造形を 形成し ま す。

ｂ  超高層部分の超高層階部分には、
港や内陸部など 周囲の景観を 楽し め
る よ う な工夫を行う 。

高層棟のコ ーナー部をガラ ス 張り の開口部， バルコ
ニー手摺を ガラ ス と する 事で周囲の景観を楽し める
住戸を 計画し ま す。

ｃ  超高層部分の頭頂部は、 屋上設備
を遮へいする と と も に、 外壁の意匠
を継承し たり 、 軽快感のある デザイ
ンに切り 替える など の工夫を 行う 。

屋上設備を 遮蔽する フ ァ ーリ ングは、 コ ーナーを R曲
線と し た円錐形の建物形状と 一体的にデザイ ンし 、
周辺建物と 群と し ての調和を 図り ながら 、 空に溶け
込むよ う な個性ある 頭頂部と し ま す。

ウ  魅力と 品格のある 眺望景観の形成を 図る 。
（ ア） 群と し てま と ま り のある 眺望景観を形成する デザイ ンと する 。

ウ  魅力と 品格のある 眺望景観の形成を 図る 。
（ イ ） みなと みら い21地区の「 横浜ラ ンド マーク タ ワ ー」 を中心に広がる ス カイ ラ イ ンを
形成する 。

イ  ゆと り あ る 歩行者空間と 魅力あ る 水際空間の形成と 、 賑わいのあ る 街並みの創出
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魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

 （ ア） 馬車道創造界隈の形成を推進
する ため、 創造界隈産業の活性化に
貢献する 機能を適切に配置し 、 地区
全体の魅力を創造する 。

該当致し ま せん。

（ イ ） 専門的かつ客観的な意見を取
り 入れながら エリ アマネージメ ント
活動を行う こ と によ り 、 質の高い業
務・ 商業や、 住宅機能等、 多様な機
能によ り 構成さ れた都心地区にふさ
わし い魅力づく り と 周辺の商店街と
一体と なった賑わい形成を 図る 。

「 北仲通北地区デザイ ンガイ ド ラ イ ン」 を運用し な
がら エリ アマネジメ ント 活動を 行う 事によ り 、 質の
高い業務・ 商業や住宅機能等、 多様な機能で構成さ
れた都心地区にふさ わし い魅力づく り と と も に、 周
辺の商店街から 連続する 賑わい形成を図り ま す。

 ａ  護岸における 豊かな生態系に配慮
し 、 自然石の利用など 自然を 感じ さ
せる 水辺の景観を 形成する 。

海に面する 立地を 考慮し ながら 、 郷土種にも 配慮し
た植栽計画、 自然石を採用し た舗装など 、 自然を 感
じ さ せる 水辺の景観を形成し ま す。

 ａ  都市景観協議地区図に示す「 北仲
通り 北地区歩行者のネッ ト ワ ーク 街
路」 は多様な緑化によ り 、 潤いのあ
る 歩行者空間を創出する 。

海に面する 立地を 考慮し ながら 、 郷土種にも 配慮し
た植栽計画と し 、 潤いのある 歩行者空間を創出し ま
す。

ｂ  青空駐車場や立体駐車場、 車寄せ
空間、 駐車場に連絡する ラ ンプ等
は、 都市景観協議地区図に示す「 北
仲通り 北地区主要な歩行者ネッ ト
ワ ーク 街路」 や公園、 広場から の良
好な景観を阻害し ないよ う 、 植栽等
の工夫を する 。

駐車場や車寄せ空間は植栽等の工夫によ り 街並みと
の連続性に配慮し た計画と し ま す。

ｃ  歩行者空間や、 都市景観協議地区
図に示す「 北仲通り 北地区歩行者の
ネッ ト ワ ーク 街路」 から 望見でき る
広場、 青空駐車場など は、 高木緑化
など の植栽を取り 入れ、 潤いのある
空間と する 。

高木・ 中木・ 低木をバラ ンス よ く 組合わせる 事で潤
いのある 空間と し ま す。

ｄ  栄本町線及び万国橋通り に面する
敷地のう ち、 当該通り に接する 部分
の緑化は、 既存の街路樹と の連続性
や歴史的建造物への見通し 等の確
保、 超高層部分によ る 圧迫感の軽減
が図れる よ う 、 樹種や緑化位置等を
工夫する 。

該当致し ま せん。

ｅ  区画道路の歩道に面する 敷地のう
ち、 当該歩道に接する 部分の緑化
は、 ２ 列に植栽を 施すなど 緑豊かな
空間を創出する 。

植栽と れんがフ レ ームで一体的な緑化計画をし 、 街
並みの連続性に配慮し た豊かな空間を創出し ま す。

ｆ  屋上緑化など を積極的に行う 。 事務所・ 店舗棟に屋上緑化を 行い、 地上部の緑化と
連続し た環境を創出し ま す。

オ 自然環境と の調和を 感じ さ せる 景観の創出
（ ア） 自然環境と 調和し た快適で潤いのある 水辺空間を創出する 。

オ 自然環境と の調和を 感じ さ せる 景観の創出
（ イ ） 緑化によ る 潤いのある 街並みを形成する 。

エ エリ アマネージメ ント によ る 、 地区の持続的な魅力づく り



計画趣旨説明

魅力ある 都市景観を
創造する ための方針

配慮すべき ｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する 申出者の考え方

カ 広告物について

 屋外広告物は、 汽車道又は都市景観
協議地区図に示す大さ ん橋の「 眺望
の視点場」 から の眺望景観を 阻害し
ない、 落ち着いた広告景観を 形成す
る 。

「 北仲通北地区サイ ンガイ ド ラ イ ン」 の主旨に基づ
いた秩序ある 広告景観を形成し ま す。

（ 注意） 　 項目が多い場合は、 別紙で提出でき ま す。
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（仮称）北仲通北地区B-1地区計画 2022年8月5日

事務所

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

1

前回指摘事項への対応に関する整理

1階平面図 [前回説明時]

2階平面図 [前回説明時]

●前回指摘事項 ●今回説明事項

⒊

⒋

⒉

⒊

⒊

⒌

⒉

⒉

⒊

⒈ 高層棟について

⒉ 歩行者ネットワークについて

⒊ 建物とランドスケープの関係性について

⒋ 高層棟基壇部について

⒌ 歩行者デッキについて

・高層棟形状及び隣接街区タワーとの群造形の考え方・隣接街区タワーとの関係性の検討

・ELV配置の見直し

・西側屋外階段のバリアフリー対応

・万国橋方面へ向けた店舗ファサードの考え方

・隣接街区と合わせた地上レベルにおけるネットワークの考え方

・バリアフリー動線としてのELVの視認性不足

・西側大階段におけるバリアフリー化の検討

・万国橋方面からアプローチした際の見え方の工夫

・地上レベルにおける歩行者回遊性に関する検討

・2階テラス新設による建物とランドスケープの一体感向上

・ランドスケープデザインを意識した西側屋外階段の形状変更

・外構ファニチャーにおける仕上の工夫

・建物とランドスケープの分離

・周辺建物及び広場空間との関係性を踏まえたれんがフレームの

考え方

・中間免震層外壁面のデザイン及び形態の再考

・南東面における周辺建物との関係性の検討

・歩行者動線を意識した形状の検討 ・スムーズなアクセスを意識した形状の見直し

⒉
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⒈ 高層棟について

●高層棟形状及び隣接街区タワーとの群造形の考え方:みなとみらい地区含めた周辺とのスカイラインの連続性を形成し、遠景・中景において群造形を形成すべく、白とガラスを基調とした
先進性を表現する外観とします。

統一感と存在感を重ね備えた魅力ある群造形

・北仲ノットとアパホテル＆リゾートに隣接する住宅棟タワーは、白基調の色とガラスを
合わせ持った外観とすることで、北仲ノット、アパホテル&リゾートとの調和を図った群
造形を形成します。

・タワー上方に向けてコーナーガラスの曲率を大きくして先が窄まるようなシルエットとし、
曲線を描く縦マリオンがその効果を強調するファサードデザインとすることで、北仲ノット
の曲線を描く特徴あるタワー頂部のデザインと呼応させることを意図しています。

・タワー頂部は水平にカットすることで、アパホテル&リゾートの端正なデザインと呼応
させることを意図しています。

南立面図
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今回変更2階平面図

3

⒉ 歩行者ネットワークについて①

●ELV配置の見直し:2階レベルの主動線となる南北貫通通路からの視認性を考慮したELV位置とします。
●西側屋外階段のバリアフリー対応:2階東西貫通通路とフラットに繋がるバリアフリーとした形状とします。

南北貫通通路の見通しと外観に配慮した仕様・形状とします。

■今回変更北側イメージパース■前回北側イメージパース
前回2階平面図

ELV位置を主動線(南北
貫通通路)へ移動

踊場部バリアフリー
対応(段取止め)
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⒉ 歩行者ネットワークについて②

●万国橋方面へ向けた店舗ファサードの考え方:運河側にガラス張りの店舗を張り出し、万国橋方面からも賑わいが感じられるファサードとします。
●隣接街区と合わせた地上レベルにおけるネットワークの考え方:周辺地域の広場や公園・プロムナードをつなぎ、回遊性向上を図ったネットワーク動線とします。

③アパホテル方面から芝生広場へと続く通路

2階平面図

■人々を誘引する魅力ある万国橋方面からの見え方

アパホテル＆リゾート前広場の構築物
背面に設備スペースを集約し、運河
側にガラス張りの店舗のファサードを張
り出すことで、店舗の賑わいが万国橋
側からも感じられるようにします。

張り出した店舗屋上には、緑化を施
した住宅用テラスを設け、緑豊かなラ
ンドスケープとの一体感と連続性をつく
りだします。

■アパホテル＆リゾート側の補助ネットワーク動線の回遊性向上

■建物導入部の顔づくり

デッキレベルの主要なネットワークであ
る南北貫通通路の入口は、施設の
顔となる設えとし、人々をプロムナード
側へと誘います。

広場

歴史
広場

③

万国橋

アパホテル＆リゾート広場と芝生広場
をつなぐ東西補助ネットワークの通路は、
みなとみらいへの眺望が開けていく形状
とし、人々の回遊を生み出すし設えし
ます。

芝生広場

①万国橋からの見え方

④南北貫通通路の入口

④

①

1階平面図

②敷地北東部からの見え方

万国橋方面からも感じられる魅力ある賑わいが人々を引込み、
プロムナード沿いに西側へと続く賑わいに繋がることで、人々の
回遊性を生み出し、北仲北地区の街の活性化に寄与します。

②
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事務所
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⒊ 建物とランドスケープの関係性について① : 北西コーナー部

●2階テラス新設による建物とランドスケープの一体感向上:汽車道やエアキャビン、水際線プロムナードから視認性の高い北西２階コーナー部にテラス空間を設けます。
●ランドスケープデザインを意識した西側屋外階段の形状変更:フラットに伸びた西側屋外階段とし、立体的な賑わいと回遊性、ランドスケープとの一体感を創出します。

■ランドスケープとの立体的な賑わいを創出するテラスと西側屋外階段

貫通通路・テラスとフラット
に繋がる階段ステージ

テラスの設置

北側面イメージパース

■建物とランドスケープが一体となり、賑わいの連続と回遊性を創出

西側屋外階段廻りイメージパース

前回2階平面図

■フラットに繋がる西側屋外階段と2階テラス

北西側イメージパース

北側断面イメージ

・視認性の高い北西コーナー部テラスと西側屋外階段ステージは、動線としてだけでなく、視覚的にも繋がりを感じ
させ、地上レベルとの立体的な賑わいを創出することで、建物とランドスケープの一体感の向上を図ります。

・生み出された立体的な賑わいは、北側芝生広場廻りや第二公園側の賑わいと繋がり、運河沿いに続く賑わいは汽
車道を行き交う人々を北仲通北地区へと人々を誘います。

・テラスによる陰影が、建物の表情に変化をつけ、ランドスケープとのシークエンシャルな景観を創出します。

・テラスに設置する緑が公園や広場の緑とつながることで、立体的な緑を生み出し、建物とランドスケープの一体感を
向上させます。

・西側屋外階段の足元は、ランドスケープとの融合を図った形状とします。

開けた眺望と開放感を創出
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事務所

6

⒊ 建物とランドスケープの関係性について② : 南西コーナー部

●2階テラス新設による建物とランドスケープの一体感向上:前面道路と北仲通第二公園から視認性の高い南西２階コーナー部にテラス空間を設けます。
●外構ファニチャーにおける仕上の工夫:建物外壁仕上と同様の素材をランドスケープにも採用し、一体感を演出します。

■水際線プロムナード沿いに続く立体的な賑わいを感じさせる南西コーナー部のテラス

・桜木町駅･横浜市役所方面からの来訪者に視認性の高い前面道路側南西コーナー部２階にテラスを設け、1階
店舗と公園を含めたランドスケープとの立体的な賑わいを創出します。

・水際線プロムナード沿いに北側へと続く賑わいは、人々を水際へと引込み、街の回遊性向上にも寄与します。

・オフィスワーカーがゆったりと憩うことができるテラス空間は、一般来訪者が行き交う西側屋外階段とは違った表情を
創り出し、様々なシーンが表出する外観は、変化に富んだランドスケープとの一体感を生み出します。

・ランドスケープのベンチや床舗装に建物外壁と同様のれんが素材を採用し、視覚的な一体感も演出します。

芝生広場廻りのイメージパース西側イメージパース

テラスの設置

南側断面イメージ

■連続するれんがフレームとテラスによる変化ある表情のガラス壁面のシークエンシャルな外観 ■建物外壁仕上と統一感を感じる素材を用いたランドスケープ

南西側イメージパース

北仲通北第二公園

前回2階平面図

北仲通北第二公園
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ノートルダム横浜み
なとみらい

シャレール海岸通

北仲通北第二公園
アパホテル&リゾート
＜横浜ベイタワー＞

広場空間

本計画地

アパホテル&リゾート
＜横浜ベイタワー＞

7

⒋ 高層棟基壇部について

●周辺建物及び広場空間との関係性を踏まえたれんがフレームの考え方:街並みの変化に合わせたれんがフレーム形状とします。
●中間免震層外壁面のデザイン及び形態の再考:タワーの縦のつながりと、街の横のつながりを融合したデザインとします。

区画道路から見る南立面

▼31mライン

▼20mライン

横浜の未来と過去が出会う接点として、シークエンス＆コントラストを具現化する外観デザイン街並みの変化に合わせたれんがフレーム

[前回説明時]区画道路からの見え方

今回イメージパース

▼街中レンガ要素高さ

・れんがフレームをまとう低層部は、関内地区からの歴史的な街並みを北仲通北地区まで連続させ、人々の賑わいを引き込むための役割を担って
おり、周辺建物のレンガ面高さや広場・公園空間の変化に合わせた形状とします。

・街並みを形成するエレメントとなる免震層以下のタワー外壁に、歴史性を連想させるレンガをモチーフとしたパターン（マテリアル）を採用し、れんが
調仕上による街との横のつながりを感じる外観とします。

・縦のつながりを意識させるタワー高さ方向の白基調の一貫性、れんがフレームとのコントラスト、A４地区北仲ブリック＆ホワイトとの関係性を踏襲した
低層部とします。

・高さ方向にボリュームを分節して壁面の圧迫感を低減するとともに、下層方向に向けて徐々に透かせた仕上とし、ヒューマンスケールにも配慮した
ファサードデザインとします。

・タワー基壇部南東角にはガラスシリンダーで透明性をもたせ、タワーが足元まで着地して自立していることをより強調させるとともに、住宅エントランス
における住人のアクティビティを外部に生き生きと表出させる形状とします。
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歩行者
デッキ
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⒌ 歩行者デッキについて

●スムーズなアクセスを意識した形状の見直し:主動線である南北貫通通路へスムーズな動線の歩行者デッキ形状にて、関係各所と協議を行います。

歩行者
デッキ

■今回変更歩行者デッキイメージパース■前回歩行者デッキイメージパース

・段差のない緩やかな勾配で南北貫通通路へスムーズに繋がる斜め平面形状とします。

歩行者
デッキ

前回歩行者デッキ平面図 今回変更歩行者デッキ平面図



事業者提案に対する市の考え方 

 

 第 67 回都市美対策審議会景観審査部会での指摘事項を踏まえ、事業者と協議を行っ

てきました。協議の結果について、市の考え方を以下に示します。 

 

【指摘事項１】高層棟について 

  地区のシンボルとなる高さ 200ｍの A-4 地区（横浜北仲ノット）の曲線的な頂部

を際立たせるために、計画建物の頂部は B-2 地区（アパホテル）と合わせたフラッ

トな形状としています。また、北仲通北地区及びみなとみらい２１地区の高層建築

物との調和を意識し、白とガラスを基調とした外観とすることにより群造形に配慮

された計画となっています。 

   

【指摘事項２】歩行者動線について 

  １・２階をつなぐエレベーターの位置については、前回の計画では A-4 地区とつ

ながる歩行者デッキから視認できない位置に設けていましたが、協議の結果、南北

貫通通路の視認性の高い位置へ変更しました。 

  みなとみらいのパノラマが一望できるスポットとして壁面から張り出す西側屋外

階段については、せっかくのビュースポットが階段の踊り場となっており、車いす

利用者等がアクセスしづらいとご指摘を頂いておりました。今回、ビュースポット

までは段差を設けずフラットな形状へと変更しました。 

  地上レベルの歩行者ネットワークについては、都市景観協議地区の「北仲通り北

地区歩行者ネットワーク」において定められているように、計画地だけでなく隣接

地も含めた地区全体で計画されています。具体的には、区画道路と水際線プロムナ

ードをつなぐ縦動線は西側の第二公園と東側の B-2 地区の敷地に確保されていま

す。また、計画地において２階レベルでの南北貫通通路及び東西貫通通路を設け、

さらに地上レベルで B-2 地区の広場から計画地の芝生広場をつなぐ動線を設けてお

いることから、地区内の歩行者ネットワーク向上に寄与した計画となっています。 

 

資料１－４ 

・北仲通北地区全体の群造形を意識して計画すること 

・エレベーターの位置や西側屋外階段について、バリアフリーに配慮すること 

・２階レベルだけでなく地上レベルの歩行者ネットワークも検討を深めること 



【指摘事項３】建物とランドスケープの関係性について 

  西側の長大な壁面や、西側屋外階段について、設えを見直しました。 

  具体的には、２階の北西コーナー部及び南西コーナー部にそれぞれテラスを設

け、長大で単調だった西側壁面に変化をもたらすと共に、立体的な賑わいを創出す

ることによって、建物とランドスケープの一体感が感じられる計画に変更されまし

た。 

さらに、西側屋外階段と一体的にテラスを設けたことにより建物側にも開放的な

空間の広がりが感じられるようになったと考えています。 

 

【指摘事項４】高層棟基壇部ついて 

  前回の計画では高層棟の基壇部にアルミ素材の白いパネルを使用していました。

レンガフレームとの対比を意図したものでしたが、街並みの連続性を考えたときに

かえって目立ってしまうとのご指摘を頂いていました。そこで、当該部分につい

て、レンガをモチーフとした素材に変更し、周辺建物の基壇部との調和を図りまし

た。 

  また、高さ方向にボリュームを分節し、南東コーナー部にはガラスを用いるな

ど、圧迫感の低減も図られた計画となっています。 

 

【指摘事項５】歩行者デッキについて 

  関係部署と調整の上、A-4 地区から南北貫通通路へ直接視界が抜け、より海側へ

人を誘導できるよう、デッキの形状を変更しました。 

・建物とランドスケープが分離しているように見えるため、一体的な設えとなる

よう工夫すること 

・周辺建物の基壇部との連続性に配慮し、材質や色彩について検討すること 

・A-4 地区から計画建物の南北貫通通路までスムーズな動線となるようデッキの

形状を検討すること 
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